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５.市街化区域内におけるブラウンフィールド推計の実施 

５－１ ブラウンフィールド問題に関する研究論文の把握 

 

■「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について 中間とりまとめ」について 

 １）概要 

○環境省の「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド対策手法検討調査検討会」において、ブラ

ウンフィールド問題の実態を把握・整理するとともに、ブラウンフィールド問題の解決に向

けた方策の検討を行うことを目的に本検討調査を実施したものである。 
○巻末資料としては、以下のものがある。 

①ブラウンフィールドの実態に関するアンケート調査結果 
②ブラウンフィールドの事例集 
③「汚染の除去」において採用される主な工法の相対的な比較 
④対策工事費と土地売却額との関係の試算例 
⑤ブラウンフィールド潜在的規模の試算 
⑥米国等でのブラウンフィールド再開発によってもたらされたメリットや土壌汚染に関

する仕組みなどについて 
 
２）「巻末資料⑤ブラウンフィールド潜在的規模の試算」の概要 

①ブラウンフィールドとは 

ブラウンフィールドの定義 
「土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来、その土地が有する潜在的な価

値よりも著しく低い用途あるいは未利用となった土地」 
 
②ブラウンフィールドの潜在的規模試算の考え方 

○土壌汚染のある土地の「土地の資産価値」を試算し、これからブラウンフィールドの資産価

値を試算している。また、ブラウンフィールドの発生原因は、土壌汚染の対策費用と土地資

産価値の関連から検討できることが指摘されており、土壌汚染対策費用の規模を検討するこ

とも重要であると考え、過去の汚染発生状況などをもとに土壌汚染のある土地及びブラウン

フィールドの土壌汚染対策費用も試算している。 
 ○さらに、上記試算結果の妥当性評価のため、都市計画用途地域別面積から、全国の土壌汚染

面積規模と土壌汚染対策費を試算も行っている。 
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  ■試算における潜在的ブラウンフィールドの考え方の区分 

 
   出典：「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について 中間とりまとめ」 巻末資料⑤ブラウンフィール

ド潜在的規模の試算 

 
③ブラウンフィールドの潜在的規模の試算 

○ブラウンフィールドの潜在的な広がりの把握のため、平成 15 年土地基本調査総合報告書（国

土交通省土地･水資源局土地情報課）に示された土地資産に関する情報、土壌汚染に関する調

査研究結果等をもとに、ブラウンフィールドの潜在的規模を試算している。 
 
 ■過去の実績に基づく都市計画用途地域別汚染発生率（微調整済み） 

 用途地域（面） 汚染発生確率 

用途 
地域別 

住居専用（第 1 種低層～第 2 種中高層住居専用） 0％ 
住居系（第 1 種/2 種住居、準住居） 5％ 
商業系（近商・商業） 10％ 
工業（準工・工業・工専） 35％ 

 
  ○また、現況利用用途別の土壌汚染発生確率を以下のように設定している。 
 
■現況利用用途別の土壌汚染発生確率設定値 

所有 
主体 

現況利用用途 
土地資産価値 
（兆円） 

面積 
（万 ha） 

汚染発生率 

法人 工場・倉庫 68.0 21.5 35％ 
工場・倉庫以外の建物用敷地 215.3 21.4 5％ 
建物以外*貯水池・水路を除く 37.1 19.6 5％ 
空き地 11.8 6.3 5％ 

法人全体 332.2 68.7 － 
世帯 工場・倉庫 10.3 3.0 35％ 

事務所・店舗、ビル型駐車場、
屋外駐車場、資材置場、スポ
ーツ・レジャー用地 

50.6 6.6 5％ 

世帯全体 60.9 9.6 － 
全体 393.1 78.4  

 
○その他、以下の仮定を用いている。 
ⅰ）土壌汚染対策費が土地価格の３割を超えれば、ブラウンフィールドが発生すると仮定 
ⅱ）土壌汚染が存在する土地の 1/4(25%)が潜在的なブラウンフィールドとなると仮定 
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④試算結果 

○上記条件に基づく、潜在的ブラウンフィールド等の土地資産価値及び面積は以下のとおり試

算されている。 
≪b 土壌汚染が存在する土地≫ 
土壌汚染サイト（土壌汚染の可能性の高い土地）を試算するにあたり、現況利用用途が工場・

倉庫について汚染発生確率を 35%と設定し、それ以外の法人所有建物用敷地については 5%の

汚染発生確率とした。法人及び世帯の保有する土地資産のうち、土壌汚染サイトの土地資産価

値は約 43.1 兆円(11.3 万 ha)となる。 
≪a ブラウンフィールド≫ 
土壌汚染が存在する土地の 1/4（25％）が潜在的ブラウンフィールドとなるとの仮定に基づけ

ば、ブラウンフィールドの資産価値は約 10.8 兆円(2.8 万 ha)となる。 
≪c 土壌汚染の可能性のあるサイト≫ 
土壌汚染の可能性のある土地の規模は、土壌汚染が存在する土地の規模に加え、現況利用が工

場・倉庫である土地を 100%含めることとした。この規模は、法人所有分及び世帯保有分をあ

わせて約 94.0 兆円（27.2 万 ha）となる。 
 
⑤土壌汚染対策費の試算 

○さらに、a ブラウンフィールド及び b 土壌汚染が存在する土地について、土壌汚染対策に要

する費用の試算を行った。試算に当たっての考え方、及び試算結果は以下のとおりである。 
《土壌汚染体積の推定》 
土壌汚染サイトにおける平均的な単位土壌汚染体積は、0.3 ㎥/㎡とした。 
《土壌汚染対策単価》 
土壌汚染対策手法は、舗装や遮水工、不溶化、封じ込めなどの「土壌汚染の管理手法」と、掘

削除去や原位置浄化などの「汚染の除去」に大別されるが、いずれの手法であっても適切に施

工すれば、土壌汚染による健康被害を防止することが出来る。しかし、ここでは、土壌環境セ

ンターアンケートに見られるとおり、土地取引においては「汚染の除去」を求められることが

多いことを踏まえ、汚染の除去による対策を前提とすることとした。また、汚染の除去による

対策として一般的であり、また、対象物質の種類に関係なく適用することが出来る「掘削除去」

を前提に、土壌汚染対策単価は 50,000 円/㎥とした。 
 
 以上の試算結果をまとめると、次のようになる。 
  ■ブラウンフィールドの潜在的規模と土壌汚染対策費 

区分 説明 土地資産価値 面積 土壌汚染
対策費 

a ブラウンフ
ィールド 

汚染対策費が多額のため
売却が困難な土地 10.8 兆円 2.8 万 ha 4.2 兆円 

b 土壌汚染が
存在する土地 

実際に、土壌汚染が発生し
ている可能性が高い土地 43.1 兆円 11.3 万 ha 16.9 兆円 

c 土壌汚染の
可能性のある
土地 

土地の用途から見て、土壌
汚染が発生している可能
性がある土地 

94.0 兆円 27.2 万 ha  

  ＊上記には道路等の国有地及び地方公共団体所有土地は含まれない 
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⑥都市計画用途地域別面積からの土壌汚染面積の試算（参考として掲載されている） 

【試算方法】 
○用途地域面積 × 用途地域別汚染発生率＝各用途地域別土壌汚染面積 
○各用途地域別土壌汚染面積 × ３０㎥/１００㎡ × ５万円 

（100 ㎡あたり 30 ㎥の汚染土） （㎥あたり平均対策費用） 
＝ 各用途地域別汚染対策費用総額 

○汚染対策費用総額      ＝ 各用途地域別汚染対策費用総額の総和 
 
【試算結果】 
全国の汚染面積：19.6 万ヘクタール （東京都：8,508 ヘクタール） 
全国の汚染対策費用：29.5 兆円 （東京都：1.2 兆円） 

 
 

この結果に見られるとおり、都市計画用途地域別面積から求めた土壌汚染面積（19.6 万 ha）
は、現況利用用途別宅地面積から求めた土壌汚染面積（11.3 万 ha）と比べ、1.7 倍となる。

この違いは、前者の面積には道路等の公共用地が含まれているが、後者には含まれていないこ

とから説明することが可能である。 
ブラウンフィールドの規模検討に当たって、民間の土地及び現況で利用されている宅地等を

ベースとすることが適当であることから、現況利用用途別宅地面積から求めた土壌汚染面積を

ベースとした 11.3 万 ha を本文で使用している。公共用地を含めた 19.6 万 ha は国内で考え

られる土壌汚染サイトの最大値に近いと判断できる。 
出典：「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について 中間とりまとめ」土壌汚染をめぐるブラウンフィールド

対策手法検討調査検討会 平成 19 年 3 月 
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５－２ ブラウンフィールド推計 

（１）ブラウンフィールド推計手法 

１）ブラウンフィールド推計の概要 

○３－２、（２）の「２）非農地の転用による「新たに必要となる住宅地面積」の算定」では、

平成 18 年度初から平成 22 年度末、平成 23 年度初から平成 27 年度末、平成 28 年度初から平

成 32 年度末、平成 33 年度初から平成 37 年度末の４時点の市街化区域内外における、非農地

の転用により供給される「新たに必要となる住宅地面積」を算定した。 

○ここでは、「ブラウンフィールド推計」として、各年度における非農地の転用により供給され

る「新たに必要となる住宅地面積」が、5年度ごとの「商業地等」及び「その他」における

「土壌汚染が存在しない土地」及び「ブラウンフィールド以外の土地」により供給すること

が可能であるかを確認する。 

○本検討は、以下の手順に従い行う。 

 

２）ブラウンフィールド推計の手順 

①本検討で地積を把握する現況利用用途の分類の整理及び地積の把握 

○土壌汚染発生確率は、P.5-2 の表（現況利用用途別の土壌汚染発生確率設定値）の通り、土

地の現況利用用途別に設定されている。 

○本検討にあたっては、土壌汚染発生確率が設定されている現況利用用途について、平成 15 年

土地基本調査より都道府県別に細目を把握し、本調査において分類している「商業地等」及

び「その他」に分類する。 

○また、本調査における都道府県別の現況利用用途別の地積を、以下の出典により把握する。 

 

【出典】 

○現況利用用途別の地積 

平成 15 年土地基本調査 

①法人：平成 15 年法人土地基本調査 

 http://tochi.mlit.go.jp/kihon/h15_kihon/houjinn/h_zennkoku/h_zindex.html 

第 76 表 土地所在地(55 区分)・本社所在地(55 区分)，宅地などの利用現況(22 区分)

別面積＿全国 

 ②世帯：平成 15 年世帯に係る土地基本統計/ 

http://tochi.mlit.go.jp/kihon/h15_kihon/setai/s_zennkoku/s_zindex.html 

第 46-2 表 土地の所在地(55 区分)・現住居の敷地の所有の有無(２区分)・所有面積階級

(６区分)，利用現況(14区分)別現住居の敷地以外の宅地などの所有面積＿全国 
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②都道府県別の「商業地等」、「その他」の土壌汚染発生確率の算定 

○①で把握した現況利用用途別の地積をもとに、以下の数式により、「商業地等」、「その他」の

土壌汚染発生確率を都道府県別に算定する。 

 

[「商業地等」、「その他」の土壌汚染発生確率] 

＝ [土壌汚染が存在する土地] ／ [現況利用用途別の地積の合計] 

 

③「土壌汚染が存在しない土地」及び「ブラウンフィールド以外の土地」の地積の算定 

○２－１、（２）の「ステップ２：市街化区域内における土地の種別の地積の推計値の算出」で

算定した都道府県別の「商業地等」、「その他」の地積の推計値に、②で算定した都道府県別

の土壌汚染発生確率を乗じ、「商業地等」、「その他」における「土壌汚染が存在しない土地の

地積」を算定する。 

○また、「土壌汚染が存在しない土地」の地積を元に、「ブラウンフィールド以外の土地」の地

積を算定する。 

○地積は、以下の数式により算定する。 

   

[「土壌汚染が存在する土地」の地積] 

＝[「商業地等」、「その他」の地積] × [土壌汚染発生確率] 

  

[「土壌汚染が存在しない土地」の地積] 

 ＝[「商業地等」、「その他」の地積] － [「土壌汚染が存在する土地」の地積] 

 

[ブラウンフィールドの地積] 

＝[土壌汚染が存在する地積] × 1/4 

  

[「ブラウンフィールド以外の土地」の地積] 

 ＝[「商業地等」、「その他」の地積] － [ブラウンフィールドの地積] 

 

④「土壌汚染が存在しない土地」及び「ブラウンフィールド以外の土地」に対する非農地の転用

による「新たに必要となる住宅地面積」の割合の算定 

○ここでは、非農地の転用により供給される「新たに必要となる住宅地面積」が、②で算定し

た「土壌汚染が存在しない土地」及び「ブラウンフィールド以外の土地」により供給するこ

とが可能であるかを確認する。 

○確認は、平成 18 年度初から平成 22 年度末、平成 23 年度初から平成 27 年度末、平成 28 年度

初から平成 32 年度末、平成 33 年度初から平成 37 年度末の各年度における非農地の転用によ

り供給される「新たに必要となる住宅地面積」が、平成 22 年度末、平成 27 年度末、平成 32

年度末、平成 37 年度末における「土壌汚染が存在しない土地」及び「ブラウンフィールド以

外の土地」に占める割合を算定することで行う。 
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（２）ブラウンフィールド推計の実施 

１）本検討で地積を把握する現況利用用途の分類の整理及び地積の把握 

 

 

 

 

 

 

 

■土地基本調査における現況利用用途の分類 ■本調査における現況利用用途の分類 
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■現況利用用途別の土地の地積の把握 

［単位：ha］ 
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２）都道府県別の「商業地等」、「その他」の土壌汚染発生確率の算定 

①商業地等 

［単位：ha］ 
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②その他 

［単位：ha］ 
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３）「土壌汚染が存在しない土地」及び「ブラウンフィールド以外の土地」の地積の算定 

①「土壌汚染が存在しない土地の地積」の算定 

ⅰ）商業地等 

                                                       ［単位：ha］ 
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ⅱ）その他 

 ［単位：ha］ 
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②「ブラウンフィールド以外の地積」の算定 

ⅰ）商業地等 

 ［単位：ha］ 

  



 

5
-1
4 

ⅱ）その他 

 ［単位：ha］ 
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４）「土壌汚染が存在しない土地」及び「ブラウンフィールド以外の土地」に対する非農地の転用による「新たに必要となる住宅地面積」の割合の算定 

①「土壌汚染が存在しない土地の地積」に対する割合 
[単位：ha]  
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②「ブラウンフィールド以外の地積」に対する割合 
 [単位：ha]  
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③非農地の転用による「新たに必要となる住宅地面積」と「ブラウンフィールドの地積」の関係 

 

 ○ここでは、環境省の「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド対策手法検討調査検討会」におけ

る「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について 中間とりまとめ」に設定

された「現況利用用途別の土壌汚染発生確率設定値」及び「土壌汚染が存在する土地の 1/4

（25％）が潜在的ブラウンフィールドとなるとの仮定」を引用している。 

○これらの値を、課税台帳より補正した地積に適用し、「市街化区域内」の非農地の転用による

「新たに必要となる住宅地面積」との比較を試みた。 

○P5-15～16の表の結果では、非農地の転用による「新たに必要となる住宅地面積」が最も大き

い平成 18年度初～平成 22年度末においても、非農地の転用の発生源の地積のうち、「ブラウン

フィールド以外の地積」に対する「新たに必要となる住宅地面積」の割合は3％台、「土壌汚染

が存在しない土地の地積」に対する「新たに必要となる住宅地面積」の割合は 3％台となって

いる。 

○平成 18年度初～平成 22年度末以降においては、主に世帯数が減少することを原因として、非

農地の転用による「新たに必要となる住宅地面積」が徐々に減少していくことから、「ブラウン

フィールド以外の地積」及び「土壌汚染が存在しない土地の地積」に対する「新たに必要とな

る住宅地面積」の割合が徐々に小さくなり、平成 33年度初～平成37年度末ではともに 1％未

満という結果となった。 

○以上から、ブラウンフィールドの立地条件等を考慮する必要はあるが、「新たに必要となる住宅

地面積」に対するブラウンフィールド地積の影響はさほど大きいものではないという結果とい

える。 

 


